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公益社団法人日本栄養士会栄養ケア・ステーション認定制度規則施行細則  

 

公 益 社 団法 人  日本 栄養 士 会   

制   定  平 成 29 年 10 月 15 日   

施   行  平 成 30 年  4 月  1 日   

改 正 施 行  2021 年 10 月 1 日  

改 正 施 行  2024 年 4 月 1 日  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 細則 は、公 益 社 団 法人 日 本栄 養 士 会（ 以下「 本会 」と い う 。）の制 定す る

公 益 社 団法 人 日本 栄養 士 会 栄養 ケ ア・ステ ー シ ョン 認 定制 度規 則（ 以 下「 規 則」と

い う 。）第 3 条 第 2 号、第 3 号 、第 7 条 第 2 項 、第 5 項 、第 10 条 第 1 項 、第 5 項 、

第 12 条 第 1 項第 1 号 か ら 第 4 号 、 第 12 条 第 2 項 、第 13 条第 2 項 、 第 14 条 第 5

号 、第 15 条 第 3 号 、第 4 号 、第 18 条 第 2 項 、第 38 条 第 1 項 か ら 同 条 第 5 項 及び

同 条 第 7 項 ま で 、並び に 、 第 47 条 の規定 に 基 づき 、 規則 の施 行 に 必要 な 事項 を定

め る 。  

 

 （ 事 業 者の 種 別）  

第 2 条  規 則 第 3 条第 2 号 の 事 業 者 とは、次 の 各号 の 全部 又は 一 部 に該 当 する もの を

い う 。  

（ 1）管 理 栄 養士 又 は管 理 栄 養士 が 代表 者た る 法 人（ ただ し、主 た る 事業 が、栄 養の

指 導 及 び管 理 並び に教 育 に 関す る 役務 の提 供 で ある こ と 。）  

（ 2） 個 人又 は 法人 が設 置 す る医 療 機関  

（ 3）公 益 社団 法 人日本 医 師 会 、都道 府 県医 師 会 、郡 市区 等 医師 会（ た だ し 、一 般社

団 法 人 又は 公 益社 団法 人 で ある も の。 権利 能 力 なき 社 団を 含む 。）  

（ 4）介 護 事業 所（ ただ し 、栄 養 アセ ス メン ト 加 算 、栄養 改 善加 算 、栄 養 管理 体 制加

算 等 の 栄養 関 係加 算の 対 象 事業 所 に限 る 。）を 設 置す る こと を主 た る 事業 と する

法 人  

（ 5） 地 方公 共 団体 （地 方 自 治法 第 1 条 の 3、 第 2 項 の 普 通地 方公 共 団 体を い う 。）  

（ 6） 管 理 栄 養 士 養 成 施 設 そ の 他 の 保 健 又 は 医 療 若 し く は 福 祉 関 係 の 高 等 教 育 機 関

を 開 設 した 法 人又 は個 人（ ただ し、そ の開 設 に かか る 病院 、医 院 、診療 所、福 祉

施 設 に 事業 所 が設 置さ れ る 場合 に 限る 。）  

（ 7） 上 記以 外 の個 人又 は 法 人若 し くは 団体  

２  前 項第 ７ 号 の個人 又 は 法人 若 し くは団 体 は それ ぞ れ 次の各 号 を 満た す も のとす る 。 

（ 1）個 人に つ いて は、当 該 個人 が 自 ら事業 所 の 設置 運 営に 携わ る も ので あ るこ と。  
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（ 2）法 人 に つい て は、法 人と し ての 意 思決 定 、執 行、業 務及び 人 員 並び に 財務 に係

る 管 理 の実 体 があ るこ と 。  

（ 3）団 体 に つい て は、権 利能 力 なき 社 団で あ っ て、団体 と して の 意 思決 定、執 行、

業 務 及 び人 員 並び に財 務 に 係る 管 理の 実体 が あ るこ と 。  

 

（ 事 業 所の 意 義）  

第 3 条  規 則 第 3 条第 3 号 の「 事 業 所 」と は 、事 務所 、店 舗そ の 他 の事 業 を行 う施 設

で あ っ て 、そ こ で行わ れ る 主た る 業務 が栄 養 ケ アで あ るも のを い う 。事業 を 行うう

え で 必 要な 業 務 又 は事 務 の 一部 の みを 行う 施 設 は含 ま ない 。  

２  同 一の 事 業者 が複 数 の 事業 所 を設 営す る と きの 認 定（ 規則 第 3 条 第 1 号 ）は、事

業 所 毎 にこ れ を行 うこ と を 要す る 。  

 

（ 栄 養 ケア ・ ステ ーシ ョ ン 認定 委 員会 ）  

第 4 条  規 則 第 7 条第 5 項 の 栄 養 ケ ア・ステ ー シ ョン 認 定委 員会（ 以下「 認定 委 員会」

と い う 。）の 設 置及 び運 営 に 関す る 事項 を次 項 以 下に 定 める 。  

２  規 則 第 7 条 第 2 項 に 定 める 認 定委 員会 の 委 員（ 以下「 委員 」と い う 。）は 、８名 以

内 と し 、次 に 掲げ る者 の う ちか ら 本会 理事 会 の 承認 を 得て 本会 会 長 が任 命 する 。  

（ 1） 学 識経 験 者  

（ 2） 保 健医 療 従事 者  

（ 3） 利 用者 関 連団 体等 の 関 係者  

（ 4） 事 業者 （ 規則第 3 条 第 2 号 ） の 代表 者 （ 規則 第 3 条 第 4 号 ）  

（ 5） 行 政機 関 関係 者  

（ 6） そ の他 本 会会 長が 推 薦 する 者  

３  委 員の 任 期 は 2 年 （ た だし 、 補欠 委員 の 任 期は 、 前任 者の 残 任 期間 と する 。）と

し 、 再 任を 妨 げな い。  

４  認 定委 員 長 は、認 定 委 員会 を 統 括及び 代 表 する 。 認 定委員 長 に 事故 が あ るとき 、

又 は 認 定委 員 長が 欠け た と きは 、認 定委員 長 が あら か じめ 指名 す る 委員 が 、その職

務 を 代 行す る 。  

５  認 定委 員 会の 会議 は 以 下の 各 号に より 実 施 する 。  

（ 1） 会 議は 認 定委 員長 が 招 集し 、 認定 委員 長 が 議長 と なる 。  

（ 2）会 議は 年 2 回 開催 す る 。た だ し、本 会が 必 要 と認 め て要 請し た と きは 随 時に 開

催 す る こと が ある 。  

（ 3）会 議 は 、委員 の半 数 以 上が 出 席し なけ れ ば 、開 くこ と がで き な い 。ただ し 、欠

席 す る 委 員 か ら あ ら か じ め 認 定 委 員 長 あ て 、 そ の 権 限 を 委 任 す る 旨 の 届 出 が あ

っ た と きに は 、当 該欠 席 委 員の 数 を出 席委 員 の 数に 加 える こと が で きる 。  

（ 4）会 議 の 議事 は、出 席 委 員の 過 半数 で決 し 、可 否 同数 の とき は 、議 長 の決 す ると

こ ろ に よる 。  
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（ 5） 第 1 号 の定 めに か か わら ず 、最 初又 は 新 たに 任 期の 始ま る 委 員選 任 後の 初回

の 会 議 は、 本 会会 長が 招 集 する 。  

６  認 定委 員 会に 事務 局 を 置き 、 本会 が そ の 事 務 を 取 り扱 う。  

 

（ 栄 養 ケア ・ ステ ーシ ョ ン 認定 審 査会 ）  

第 5 条  規 則 第 10 条 第 5 項の 栄 養ケ ア・ ス テ ーシ ョ ン認 定審 査 会 （以 下 「認 定審 査

会 」 と いう 。） の設 置及 び 運 営に 関 する 事項 を 次 項以 下 に定 める 。  

２  規 則 第 10 条 第 1 項 の 審 査員 は 、6 名以内 と し、次 に 掲げ る 者 の う ちか ら 本会 理事

会 の 承 認を 得 て本 会会 長 が 任命 す る。  

（ 1） 栄 養ケ ア ・ス テー シ ョ ン事 業 部担 当理 事  

（ 2） 前 号以 外 の本 会会 員 で 審査 員 の職 務に 適 性 の認 め られ る者  

３  審 査員 の 任期 は 2 年（ た だし 、補欠 審査 員 の 任期 は 、前 任者 の 残 任期 間 とす る 。）

と し 、 再任 を 妨げ ない 。  

４  審 査会 長 は 、認定 審 査 会を 統 括 及び代 表 す る。 審 査 会長に 事 故 があ る と き、又 は

審 査 会 長が 欠 けた とき は 、審 査会 長 があら か じ め指 名 する 審査 員 が 、その 職 務を代

行 す る 。  

５  認 定審 査 会の 会議 は 以 下の 各 号に より 実 施 する 。  

（ 1） 会 議は 審 査会 長が 招 集 し、 審 査会 長が 議 長 とな る 。  

（ 2）会 議は 年 2 回 開催 す る 。た だ し、本 会が 必 要 と認 め て要 請し た と きは 随 時に 開

催 す る こと が ある 。  

（ 3）会 議 は、審査 員 の 半 数 以上 が 出席 しな け れ ば、開く こ とが で き ない 。た だ し、

欠 席 す る 審 査 員 か ら あ ら か じ め 審 査 会 長 あ て 、 そ の 権 限 を 委 任 す る 旨 の 届 出 が

あ っ た とき に は、当該 欠 席 審査 員 の数 を出 席 審 査員 の 数に 加え る こ とが で きる 。 

（ 4）会 議 の 議事 は、出 席 審 査員 の 過半 数で 決 し、可 否同 数 のと き は、議 長の 決 する

と こ ろ によ る 。  

（ 5） 第 1 号 の定 めに か か わら ず 、最 初又 は 新 たに 任 期の 始ま る 審 査員 選 任後 の初

回 の 会 議は 、 本会 会長 が 招 集す る 。  

６  認 定審 査 会の 事務 は 、 本会 が これ を取 り 扱 う。  

 

（ 指 定 業務 ）  

第 6 条  規 則 第 12 条 第 1 項第 1 号の 指定 業 務 は、 栄 養の 指導 及 び 管理 に 関す る業 務

で あ っ て、 次 の各 号に 掲 げ るも の をい う。  

（ 1） 栄 養相 談 （ 第 7 号 、 第 8 号 、 第 9 号を 除 く 。）  

（ 2） 特 定保 健 指導  

（ 3） セ ミナ ー 、研 修会 へ の 講師 派 出  

（ 4） 健 康・ 栄 養関 連の 情 報 、専 門 的知 見に 基 づ く成 果 物（ 献立 等 ） 等の 提 供  

（ 5） ス ポー ツ 栄養 に関 す る 指導 ・ 相談  

（ 6） 料 理教 室 、栄 養教 室 の 企画 ・ 運営  
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（ 7）診 療 報 酬・介 護報 酬 に かか る 栄養 食事 指 導 とこ れ に関 連す る 業 務（ ただ し、当

分 の 間 、 同 業 務 は 、 事 業 所 に 属 す る 管 理 栄 養 士 の 業 務 と し 、 事 業 所 は 、 そ の た

め の 連 絡調 整 の事 務を と り おこ な うも のと す る 。）  

（ 8） 第 7 号 以外 の 業 務 で あっ て 病院 ・診 療 所 など の 医療 機関 と 連 携し た 栄養 食事

指 導  

（ 9） 訪 問栄 養 食事 指導  

（ 10） 食 品・ 栄 養成分 表 示 に関 す る指 導・ 相 談  

（ 11） 地 域包 括 ケアシ ス テ ムに か かる 事業 関 連 業務  

２  前 項の 定 め に関わ ら ず 、 事 業 所 は、法 令 上 、事 業 所 として 実 施 でき る も のに限 り

指 定 業 務と し て掲 げる こ と がで き る。  

 

（ 適 切 な環 境 ）  

第 ７ 条  規 則 第 12 条 第 1 項第 2 号の 「適 切 な 環境 」 とは 、 以 下 の 各号 に 資す る設 備

施 設 の 整備 そ の他 の 各 種 の 施策 が 講じ られ て い るこ と をい う。  

（ 1） 地 域住 民 の秘 密 及 び 個 人情 報 の保 護  

（ 2） 地 域住 民 と事 業所 職 員 の接 触 に伴 う心 身 の 事故 の 防止  

 

（ 経 済 的裏 付 け）  

第 8 条  規 則 第 12 条 第 1 項第 3 号の 「業 務 を 持続 的 かつ 適正 に 実 施で き る経 済的 裏

付 け が ある 」と は、認 定 の 有効 期 間内 の各 年 度 の事 業 計画 書、収 支 予 算書 及 び事業

開 始 時 の資 産 負債 の一 覧 表 又は こ れら に準 ず る 資料 に より 、事 業 の 計画 面 、予 算面 、

資 産 負 債面 を 総合 的に 勘 案 して 、栄 養ケア の 業 務の 持 続的 かつ 適 正 な実 施 が可 能と

認 め ら れる こ とを いう 。  

 

（ 責 任 者）  

第 9 条  規 則 第 12 条 第 １ 項第 4 号の 「専 任 」 とは 、 事業 所の 行 う 栄養 ケ アの 業務 の

実 施 を 専ら 担 当し てい る こ とを い う 。専任 者 の 就業 条 件は 、当 該 事 業所 の 栄養 ケア

の 業 務 の実 施 日に お け る 同 業務 の 実施 に遺 漏 の ない も ので なけ れ ば なら な い 。  

２  規 則 第 12 条第 １項 第 6 号 の「 事 業 所を 設 置 する 都 道府 県の 栄 養 士会 の 栄養 ケア・

ス テ ー ショ ン の登 録者 」と は 、当 該 都道府 県 栄 養士 会 の栄 養ケ ア・ス テー シ ョン の

定 め る 登録 要 件に 適合 し 、 現に 登 録し てい る 者 をい う 。  

 

（ 規 則 第 12 条 第２ 項の 「 必 要な 資 料 」）  

第 10 条  規 則 第 12 条 第 2 項 の「 必 要 な資 料 」と は、申 請書の 各 種 添付 書 類 が 添付 を

求 め て いる 各 種書 面 、図 表 等 、又 は 、認 定 審査 会 が 特に 提 出を 指示 す る もの を いう 。  

 

（ 規 則 第 13 条 第２ 項の 「 必 要な 資 料 」）  
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第 11 条  規 則 第 13 条 第 2 項 の「必 要 な資 料 」と は、申 請書の 各 種 添付 書 類が 添付 を

求 め て いる 各 種書 面 、図 表 等 、又 は 、認 定 審査 会 が 特に 提 出を 指示 す る もの を いう 。  

 

（ 機 能 強化 型 認定 栄養 ケ ア ･スー シ ョン の事 業 者 要件 ）  

第 12 条  規 則 第 14 条 第 5 号 の「 その 他、前 各号 に 準 ずる 法人（ ただ し 、主 た る事 業

が 、栄養 の 指 導及 び管 理 並 びに 教 育に 関す る 役 務の 提 供で ある こ と 。）で あっ て 認定

委 員 会 にお い て特 に認 め る もの 」 とは 、 以 下 の 各号 を 満た すも の を いう 。  

（ 1）「 前 各号 に 準 ずる 法 人 」とは 、傷 病者 の 療 養上 並 びに 介護 又 は 支援 を 要す る者

の 低 栄 養 状 態 等 の 改 善 上 必 要 な 複 雑 困 難 な 栄 養 管 理 等 に 対 応 し う る 業 務 の 質 、

並 び に 、 か か る 業 務 提 供 の 安 定 性 や 確 実 性 、 継 続 性 を 確 保 し う る も の と し て 設

定 さ れ た規 則 第 14 条 第 2 号 乃 至第 4 号の 事 業 者類 型 に相 当す る 実 体又 は 実績

を 有 す る法 人 をい う。こ こ で「 実体 」とは、そ の 法人 の 目的 、執 行 及 び運 営 の体

制 若 し くは 構 造を いう 。  

（ 2）「 主 た る事 業 が、栄 養 の 指 導及 び 管理 並 び に教 育 に関 する 役 務 の提 供 であ るこ

と 」と は 、その 法 人 の行 う す べて の 事業 のう ち 、栄 養の 指 導及び 管 理 並び に 教育

に 関 す る役 務 の提 供に 係 る もの が 、事 業の 個 数 上及 び 収入 又は 支 出 上 3 分 の 2

以 上 で ある こ とを いう 。こ こ で 、「 教育 」と は 、栄 養 の学 説 に基 づ い て行 う もの

を い い 、栄 養 士法 第 1 条 の 栄 養 士及 び 管理 栄 養 士の 養 成教 育を 含 む もの の 、栄

養 の 学 説に 基 づか ない も の 、及 び 、栄 養に 関 わ らな い もの は含 ま な い。  

（ 3）「 特に 認 め る」と は 、 規則 第 14 条第 2 号 乃 至第 4 号 の事 業 者 類型 を 定め た趣

旨 に 逸 脱し な いだ けで な く 、同趣 旨 に適合 又 は これ を 補充 し、か つ 、同 類型 に あ

て は ま ら な い 事 業 者 と の 間 で 公 平 上 疑 義 が な い と 明 ら か に 認 め ら れ る 場 合 を い

う 。  

2 前 項 の定 め に基 づき 、 規 則 第 14 条第 2 号 乃 至第 4 号の 事業 者 に 該当 し ない 法人

で 、そ の 事業 が 、傷病 者 の 療養 上 並び に介 護 又 は支 援 を要 する 者 の 低栄 養 状態 等の

改 善 上 必要 な 複雑 困難 な 栄 養管 理 等に 関係 し な いも の 、又は、そ の 行 うす べ ての事

業 の う ち 、栄 養 の指導 及 び 管理 並 びに 教育 に 関 する 役 務の 提供 に 係 るも の が 、事業

の 個 数 上及 び 収入 又は 支 出 上 3 分 の 2 に満 た な いも の は 、規 則第 14 条 第 5 号 の「 特

に 認 め るも の 」と はな ら な いも の とす る。  

 

（ 機 能 強化 型 認定 栄養 ケ ア ･スー シ ョン の責 任 者 要件 ）  

第 13 条  規則 第 15 条 第 3 号 の「 研 修」と は 、 以下 の 各号 に掲 げ る もの を いい 、「修

了 し た 者 」に は 、以下 の 各 号に 掲 げる もの の 全 部又 は 一部 を認 定 の 有効 期 間内 に修

了 見 込 み（ 修 了す る具 体 的 な計 画 を有 して い る こと を いう 。）で あ る 者を 含 むも のと

す る 。  

（ 1） 直 近の 医 療保 険制 度 及 び介 護 保険 制度 並 び に地 域 保健 法第 6 条第 3 号 及び 同

法 同 条 第 7 号 乃 至第 12 号 第 14 号の 事 項で あ っ て栄 養 改善 に係 る 制 度の 制 定若

し く は 改正 又 は運 用に 関 す る研 修  
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（ 2） 第 6 条 の 指定 業務 に 関 する 生 涯教 育 24 単 位 以 上  

２  規 則第 15 条第 4 号 の 「 栄養 管 理等に 関 す る学 術 分野 の学 会 」 とは 、 別表 1 に 掲

げ る も のを い い、これ ら 学 会に「所 属」す る と は、これ ら 学会 の 会 員で あ って 、会

員 と し ての 権 利及 び義 務 を 行っ て いる 実績 の あ るこ と をい う。  

３  規 則第 15 条第 4 号 の 「 栄養 管 理等に 関 す る学 術 分野 の学 会 若 しく は 日本 栄養 士

会 の 設 置運 営 する 栄養 管 理 等の 実 務を 行う 適 格 性に 関 する 資格 」とは 、別 表 2 に掲

げ る も のを い い 、これ ら 資 格を「 有 してい る 」に は、認 定の有 効 期 間内 に これ ら資

格 を 取 得す る 見込 み（ 取 得す る 具 体的 な計 画 を 有し て いる こと を い う 。）であ る 者を

含 む も のと す る。  

 

（ 規 則 第 18 条 第２ 項の 「 必 要な 資 料 」）  

第 14 条  規 則 第 18 条 第 ２ 項の「 必 要な資 料 」と は 、申 請 書の 各 種 添付 書 類が 添付 を

求 め て いる 各 種書 面 、図 表 等 、又 は 、認 定 審査 会 が 特に 提 出を 指示 す る もの を いう 。  

 

（ 手 数 料の 金 額及 び納 付 先 ）  

第 15 条  規 則第 38 条 第 1 項か ら 同条 第 5 項 ま でに 定 め る手数 料 の 金額 及 び納 付先

は 、 別 紙１ の とお りと す る 。  

２  規 則第 38 条第 7 項 の 手 数料 の 取り扱 い に 関す る 事項 のう ち 手 数料 の 納付 をな す

べ き 時 期は 、 別紙 １の 場 合 を除 き 、各 申請 又 は 届出 の とき とす る 。  

 

（ 様 式 ）  

第 16 条  規 則 の運 用上 、 使 用さ れ る 様 式の 例 は 、別 紙 ２の とお り と する 。  

 

（ 改 正 ）  

第 17 条  こ の 細則の 改 正 は、 本 会会 長が こ れ を行 う 。変 更の 事 実 及び 内 容は 遅滞 な

く 各 都 道府 県 栄養 士会 へ 報 告す る もの とす る 。  

2 前 項 の規 定 にか かわ ら ず ，第 15 条 第 1 項 の 手 数料 の 金額 の改 定 は ，あ ら かじ め本

会 理 事 会の 意 見を 徴し て こ れを 行 わな けれ ば な らな い 。  

 

 

附  則  

第 1 条  こ の 細 則は、 平 成 30 年 4 月 1 日 か ら 施行 す る。  

第 2 条  こ の 細 則 の 2021 年 10 月 9 日 改 正 は 、 同日 か ら施 行す る 。  

第 3 条  こ の 細 則 の 2024 年 4 月 1 日 改 正 は 、 同 日か ら 施行 する 。  
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別 紙 １  手数 料 の 金額 及 び 納 付先  

１  規則第 22 条第 1 項から同条第 4 項の各手数料の金額及び納付先は、次の表のと

おりとする。  

手数料の種別  金額（税込）  納付先  

申請に要する手数料（規

則第 38 条第 1 項）（認定

栄養ケア・ステーション） 

申請手数料  11,000 円  
事業所を設置する都

道府県の栄養士会  

審査手数料  22,000 円  本会  

認定手数料  11,000 円  本会  

申請に要する手数料（規

則第 38 条第 1 項）  

（機能強化型認定栄養ケ

ア・ステーション）  

申請手数料  22,000 円  
事業所を設置する都

道府県の栄養士会  

審査手数料  33,000 円  本会  

認定手数料  11,000 円  本会  

認定の更新に要する手数

料（規則第 38 条第 2 項）

（認定栄養ケア・ステー

ション）  

更新申請手数

料  
5,500 円  

事業所を設置する都

道府県の栄養士会  

更新審査手数

料  
11,000 円  本会  

更新認定手数

料  
5,500 円  本会  

認定の更新に要する手数

料（規則第 38 条第 2 項） 

（機能強化型認定栄養ケ

ア・ステーション）  

更 新 申 請 手 数

料  
5,500 円  

事 業 所 を 設 置 す る 都

道 府 県 の栄 養 士会  

更 新 審 査 手 数

料  
16,500 円  

本 会  

更 新 認 定 手 数

料  
5,500 円  

本 会  

認定の変更申請に要する

手数料（規則第 38 条第 3

項）  

認 定 の 変更申

請手数料  
2,200 円  

事業所を設置する都

道府県の栄養士会  

認 定 の 変更 審

査 等手数料  
3,300 円  本会  
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第 32 条 の変 更 届 出に要 す

る 手 数 料（ 規則 第 38 条 第

4 項 ）  

変 更 届 出 事 務

手 数 料  
2,200 円  本 会  

２  申請（規則第 38 条第 1 項）又は届出（規則第 38 条第 4 項）をなそうとする者が

次の各号のいずれかに該当するときは、その申し出により、認定の有効期間内に到

来する初回又は事情により 2 回目の事業年度末までに限り手数料の納付を猶予する

ことがある。  

（1）栄養ケア・ステーションとして申請する事業所を設置運営する事業者の代表者

（事業者が法人の場合は代表権のある者）が、本会会員である管理栄養士又は栄

養士であるもの  

（2）本会および事業所を設置する都道府県の栄養士会の賛助会員であるもの  

 


